
   建設工事における 

適正な工期の確保に協力ください！ 
 

 働き方改革関連法による改正後の労働基準法

により、時間外労働の上限規制は 2019 年４月

（中小企業は 2020年４月）から施行されています

が、建設業については、時間外労働の上限規制

の適用が猶予されていました。しかし、2024年

４月からは、建設業においても、他の事業と

同様に時間外労働の上限規制が適用されま

す。 

 

 

 

 建設業は社会資本整備の担い手であるとともに、災害時には地域の復旧事業等を担うなど、国民生活

や社会経済を支える重要な存在です。建設業が、将来にわたってそのような重要な役割を果たし続けて

いくためには、長時間労働の是正や週休２日制の導入などの働き方改革を推進して担い手を確保してい

くことが必要です。そのためには、官民を問わずすべての発注者の理解と協力が不可欠です。 

 

 建設業従事者の長時間労働を是正するためには、適正な工期設定を行う必要があ

ることから、通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間を工期とする契約

は建設業法により禁止されています。 

 

 「著しく短い工期の禁止」に違反した場合は？ 

 

 

 

発注者の皆様 

※災害時における復旧及び復興の事業については、以下の規定は適用されません。 

 ●時間外労働と休日労働の合計が月 100時間未満 

 ●時間外労働と休日労働の合計について、２～６か月平均 80時間以内 

(ア) 国土交通大臣又は愛知県知事は、著しく短い工

期で契約を締結した発注者に対して、勧告を行う

ことができ、従わない場合は、その旨を公表する

ことができます。 

(イ) 建設工事の注文者が建設業者である場合、国土

交通大臣又は愛知県知事は勧告や指示処分を

行うことができます。 



 
 

適切な工期設定のためには、工期等に影響を及ぼす事象を考慮するとともに、その条件を適切に明示することが不可欠です。 

また、発注時に条件が明示できない場合や条件変更等が生じた場合には、受発注者の協議の上、工期や請負代金額を変更が必要です。 

ここでは、発注時の条件明示や契約変更時の参考資料として、工期に関する基準の主な項目をチェックリスト形式で示しています。 

 工期全般にわたって考慮すべき事項                                                                                                      

工期設定に関わる要因・条件 確認※ 

 
自然要因 

降雨日・降雪日（雨休率の設定等）  

河川の出水期における作業制限  

寒冷・多雪地域における冬期休止期間  

その他の気象、海象などを含む自然要因  

イベント 年末年始、夏季休暇、GW、地元の催事等の特別休暇・不稼働日や交通規制期間が行われる期間  

制約条件 
鉄道近接、航空制限などの立地に係る制約条件や周辺への振動、騒音等への配慮  

搬出入時間の制限や工事車両の制限（進入時間、重量、台数）等の道路条件  

契約方式 分離発注で、当該工事の工程に関連する複数の工事がある場合、その有無や内容  

 地元住民や地元団体（農業・漁業組合等）、電力・ガス等の占用企業者との協議期間  

関係者との協議調整が未了の場合（用地未買収等）、協議内容や完了予定時期  

行政への申請 特車通行許可や道路使用許可、特定建設作業実施届、建築確認など、必要な各種申請期間  

（備考）条件が一部反映・未反映の場合、条件確定時期や進捗状況を記載（例：○○頃に協議完了予定等） 

 工程別に考慮すべき事項                                                                                                                  

工期設定に関わる要因・条件 確認※ 

 

準備 

資材や労務の調達に要する時間※ 

※新型コロナによる生産・供給制約による納入遅れ、職種や地域毎の特定の人材不足の影響も考慮 

 

設計図書で未決定の事項や仕様の未確定  

工事着手前の試掘調査、土質調査や照査、現地の条件を踏まえた施工計画の作成に要する期間  

ヤードや現場事務所設置、進入路や敷地造成、仮設設備（電力・給排水・濁水処理・給気等）の整備期間  

 

施工 

基礎工事や土工事における、土質・土壌汚染・地下水・地中障害物の条件や調査状況  

基礎工事や土工事における、掘削土を場外搬出する際に、1 日当り搬出できる車両台数  

躯体工事（構法）における、生コンクリートの工場・１日当たりの運搬車両台数、適切な養生期間等  

躯体工事（鉄骨）における、鉄骨材の搬入（長さ、運搬車両台数）、鉄骨発注から納入までの期間  

シールド工事における、製作開始前の事前検討や仮置き場所の整備・確保に要する時間  

設備工事における、前工事工程を踏まえた設備工事の着手可能日、総合試運転調整の期間  

仕上工事やタイル・れんが・ブロック工事における、前工程に対する養生期間  

塗装工事における、天候や季節の影響を含む塗料の乾燥期間  

とび・土工工事における、クレーン車等大型車両の遠方からの現場搬入や、組立解体作業に要する時間  

建設発生土の搬出先や受入要件の明示、建設副産物の再利用や処理に要する期間  

後片付け 
完了検査、竣工検査・引き渡し前の後片付けや清掃、施工後の初期点検等に要する時間  

借地した場合、原形復旧の期間  

（備考）条件が一部反映・未反映の場合、条件確定時期や進捗状況を記載（例：○○頃に協議完了予定等） 

※ ○：条件を明示し、工期に反映済 

△：条件を一部明示し、工期に反映済 

×：条件が明示できず、工期に未反映 

－：当該工事で対象外 

 

愛知労働局・中部地方整備局・愛知県 

一般社団法人愛知県建設業協会・一般社団法人愛知県土木研究会 

～中央建設業審議会「工期に関する基準」より～ 

適切な工期設定のためのチェックリスト 


